
筑紫地区合同公売会を実施します

市税の納め忘れはありませんか?
　　　　　　　　　　　～税の納期内納付にご協力ください～
市税の納め忘れはありませんか?
　　　　　　　　　　　～税の納期内納付にご協力ください～

問い合わせ　納税課　納税管理係（☎内線334・335・366）

　

市
税
は
福
祉
や
教
育
、
生
活
環
境
の

整
備
な
ど
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ

せ
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

市
税
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
も
う

一
度
確
認
し
、
納
め
忘
れ
が
あ
れ

ば
、
早
急
に
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
納
付
書
が
手
元
に
な
い
場
合

や
納
付
状
況
が
ご
不
明
な
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
さ
れ
な
い
場
合

　

納
期
内
に
納
付
し
た
人
と
の
公
平
性

を
図
る
た
め
、
納
期
限
を
１
日
で
も
過

ぎ
た
場
合
は
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま

す
。
延
滞
金
は
日
ご
と
に
加
算
さ
れ
ま

す
の
で
納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
は
、
速

や
か
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

　

滞
納
が
続
く
場
合
は
、
法
律
に
基

づ
き
滞
納
処
分
を
行
い
、
強
制
的
に

税
金
を
徴
収
し
ま
す
。

●
納
付
が
困
難
な
と
き
は
相
談
を
！

　

本
人
や
家
族
の
病
気
や
事
故
な

ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
税
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
生
活
状
況
な
ど

を
お
聞
き
し
、
完
納
に
向
け
た
納
付

計
画
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

市
税
の
滞
納
処
分
に
よ
り
差
し
押
え

た
財
産
を
公
売
し
ま
す
。

日
時　

２
月
22

日
㈯　

午
後
１
時
開

場⎝
事
前
申
込
不
要
⎠

場
所　

那
珂
川
市
市
民
体
育
館⎝
那
珂

川
市
恵
子
４
丁
目
１
番
１
号
⎠

※

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

出
品
予
定
物　

日
用
品
、
贈
答
品
、
家

電
品
な
ど
約
３
０
０
点

※

那
珂
川
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

で
き
ま
す
。

内
容　

落
札
者
は
代
金
を
支
払
い
、

物
品
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
物
品
は
全
て
中
古
品
扱
い
と

な
り
、
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。落
札

者
は
辞
退
で
き
ま
せ
ん
。

持
ち
物　

購
入
代
金
、
身
分
証
明
書

⎝
運
転
免
許
証
な
ど
⎠、
委
任
状⎝
代

理
人
の
場
合
⎠、上
履
き

主
催　

筑
紫
地
区
合
同
公
売
会
実
行

委
員
会

　滞納処分とは、税金を滞納している人の意志に関

わりなく、滞納となっている税金を強制的に徴収す

るため、財産の差押えなどを行い、滞納となってい

る税に充てる一連の手続きを言います。

　納期限内に納付がされない場合、納期

限から20日以内に督促状を送付します。

それでも納付されない場合には、催告書

の送付や訪問などを行います。

※催告書の送付や訪問は、法律に定めら

れているものではありません。滞納の

状況や経緯によっては省略されること

もあります。

　金融機関、勤務先、取引先などに対し

て財産の調査を行います。

※事前の同意や連絡は必要ありません。

　預貯金、生命保険、給与、不動産などの

差押えを行います。必要がある場合は自

宅を捜索して、車両や動産の差押えを行

います。

　債権（預金、給与など）は取り立てによ

り、不動産や動産は公売による換価を行

い、滞納市税に充当します。

滞納処分の流れ

督
促
・
催
告

滞
納
処
分

換
価
・
配
当

財
産

調
査

督促・催告書が届いたら速やかに納付しましょう
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